
 

 

和歌山県における地域医療構想アドバイザー 

の就任について（報告） 

 
（平成３０年１２月７日付け就任） 

団体名 職氏名 備考 

公益社団法人 

和歌山県病院協会 
会 長 上野 雄二 氏 

県医療審議会副会長 

県地域保健医療協議会副会長 

一般社団法人 

和歌山県医師会 
副会長 上林 雄史郎 氏 

県医療審議会委員 

県地域保健医療協議会委員 

 

※ 各構想区域で開催される地域医療構想調整会議への出席をはじめ、地域医療構想推進に 

あたっての適宜・随時の助言をいただく予定。 

 

 

 

 

 

（参考） 

地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策について 

（平成 30年 6月 22日 各都道府県あて 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知抄） 

 

３．「地域医療構想アドバイザー」について 

各構想区域の実情に応じたデータの整理や論点の提示といった地域医療構想調整 

会議の事務局が担うべき機能を補完する観点から、厚生労働省において、「地域医 

療構想アドバイザー」を養成する。 

「地域医療構想アドバイザー」は、地域医療構想の進め方に関して地域医療構想 

調整会議の事務局に助言を行う役割や、地域医療構想調整会議に参加し、議論が活 

性化するよう参加者に助言を行う役割を担うこととし、厚生労働省は、都道府県の 

推薦を踏まえて都道府県ごとに「地域医療構想アドバイザー」を選出した上で、そ 

の役割を適切に果たせるよう、研修の実施やデータの提供などの技術的支援を実施 

する。 

都道府県は、「地域医療構想アドバイザー」と連携しながら、地域医療構想の達 

成に向けた検討をすること。なお、「地域医療構想アドバイザー」の活動に係る経 

費については、地域医療介護総合確保基金を充当して差し支えない。 

また、「地域医療構想アドバイザー」の選出に係る手続き等については、別途、 

具体的な内容を示すこととする。 

 

資料４ 


